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全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括

計画

随時対応
（月1回以上が目

標）

同左 同左 同左 同左 同左

実績

4/16：柔整療養
費申請の適正化

5/31：多受診対
策

6/11：柔整療養
費の水増し請求
の疑い

7/9：出産手当金
の取得直後請求
7/30：柔整療養
費の誤請求

8/31：多受診対
策

未実施

計画

適宜実施 同左 同左 同左 同左 同左

実績

・本部提供リス
トから24 件更正
決定

・通常分は審査
時に確実に実施

・本部提供リス
トから36 件更正
決定

・通常分は審査
時に確実に実施

・本部提供リス
トから18 件更正
決定

・通常分は審査
時に確実に実施

・本部提供リス
トから104 件更
正決定

・通常分は審査
時に確実に実施

・本部提供リス
トから12 件更正
決定

・通常分は審査
時に確実に実施

・本部提供リス
トから64 件更正
決定

・通常分は審査
時に確実に実施

KPI

計画

・月200件の患者
照会

・県下施術所あ
て注意喚起文書
の送付

月200件の患者照
会

同左 同左 同左 同左

・患者照会155
件
・4/26：266 施術
所に文書送付

患者照会201 件 患者照会200 件 患者照会201 件 患者照会207 件 患者照会204 件

3部位かつ月15日
以上申請19 件
（0.15 ％）

3部位かつ月15日
以上申請30 件
（0.23 ％）

3部位かつ月15日
以上申請26 件
（0.19 ％）

3部位かつ月15日
以上申請31 件
（0.23 ％）

3部位かつ月15日
以上申請31 件
（0.23 ％）

（集計中）

KPI

計画

適宜実施 同左 同左 同左 同左 同左

100 ％遵守 100 ％遵守 100 ％遵守 100 ％遵守 100 ％遵守 100 ％遵守

平均所要日数
6.72 日

平均所要日数
6.26 日

平均所要日数
6.14 日

平均所要日数
6.12 日

平均所要日数
6.25 日

平均所要日数
6.44 日

計画 ― ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ― ―

計画

メルマガで周知 善通寺窓口の縮
小について主要
関係団体に説明

委員研修会・算
定説明会で郵送
化要請

・善通寺窓口の
縮小について関
係団体に広報

・納告チラシで
広報

・納告チラシで
広報

・9/3より善通寺
窓口の縮小開始

・納告チラシで
広報

計画どおり実施 5/9：善通寺社会
保険委員会・香
川県社会保険労
務士会に説明

6/1～6/13の10回
開催された研修
会で郵送化要請

・7/31：善通寺
窓口縮小案内を
関係団体あて送
付
・納告チラシに
掲載

善通寺窓口縮小
について納告チ
ラシに掲載

9/3より善通寺窓
口の開設日を
月・木曜日のみ
に変更

郵送化率82.02 ％ 郵送化率84.76 ％ 郵送化率82.21 ％ 郵送化率83.46 ％ 郵送化率82.34 ％ 郵送化率83.59 ％

大区分 中区分 小区分
（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G

●柔道整復施術
療養費の照会業
務の強化

下期の予定
第1四半期

業
務
G

被保険者への患者
照会はおおむね計
画件数どおり実施
できた。また、香
川県柔道整復師会
と連携を図り、施
術所あてに部位こ
ろがし等の注意喚
起文書を送付する
ことができた

9月は諮問案件がな
く未実施である
が、第2四半期で3
回開催することが
できたので、ほぼ
計画どおり実施で
きた。

6月に照射された5年
遡り分187件は9月中
に更正決定すること
ができたが、7～9月
中にリストアップさ
れた通常照射分が更
正決定するまでに至
らなかったので、10
月早々に7・8月分を
更正決定に取り掛か
りたい。

○多部位かつ頻回申請にか
かる文書照会の実施

【基③】
施術箇所３部位以上かつ施術日
数月15日以上の申請を基準とし
て、加入者に対して文書照会を
実施する

6月に従来の1年か
ら5年間に延長した
年金情報を取得し
たため、本部提供
リストの照射件数
がかなり多いが、
手順書どおり3か月
以内に完了させる
予定

被保険者への患者
照会は計画どおり
月200件以上を達成
することができ
た。3部位かつ15日
以上の申請はほぼ
横ばいの件数と
なっている。

計画どおり月1回開
催することができ
た

柔道整復施術療養費の申請に占める施術箇所３部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割合対前年度以下

実績

　Ⓐ事業進捗管理表（30年度上半期）

　
①
　
基
盤
的
保
険
者
機
能
関
係

●現金給付の適
正化の推進

○不正疑い事案にかかる事
業主への立入検査の積極的
な実施

【基①】
不正請求疑義案件が発生した場
合に随時保険給付適正化ＰＴ会
議を開催する

業
務
G

○傷病手当金と障害年金の
併給調整の確実な実施

【基②】
会計検査院からの指摘も踏ま
え、確実に実施する。また、本
部提供リストについては、即時
着手し、照射後3か月以内に完
了させる

業
務
G・算定説明会等で

申請書の郵送によ
る提出の広報を実
施し、郵送化率は
高い数値を推移し
た
・善通寺窓口の縮
小についても計画
どおりに進めるこ
とができた

分
野

●サービス水準
の向上 【基④】

・管理職による進捗管理の徹底
・審査日を申請書受付後2営業
日目とするなど審査の早期着手

○お客様満足度調査結果を
活用したサービス水準の向
上

→【組⑧】の項目にて記載

○現金給付等の申請に係る
郵送化率の向上

【基⑤】
・様々な広報媒体で周知
・各研修会等で郵送による申請
の案内
・社会保険労務士会への協力要
請
・サテライト窓口の縮小（廃
止）

サービススタン
ダードの達成状況
100％を遵守すると
ともに、平均所要
日数を前年と比べ1
日程度短縮した

―

○現金給付の申請受付から
支給までの標準期間（サー
ビススタンダード：10日
間）の遵守

①サービススタンダードの達成状況100％　②現金給付等の申請に係る郵送化率87.0％以上

実績

実績

サービススタン
ダードの達成状況
100％を遵守すると
ともに、平均所要
日数を前年と比べ1
日程度短縮した。

―

計画どおり善通寺
窓口の開設日を縮
小した。まだ開設
日以外に来訪され
るお客様も10名/日
程度おられるが、
トラブルには発展
していない。

―



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

KPI

計画 ―

委員研修会で周
知

委員研修会・算
定説明会で周知

納告チラシで周
知

申請書設置医療
機関の提出状況
の検証

申請書設置医療
機関再訪問先の
抽出

―

5/24：善通寺社
会保険委員総会
で周知

6/1～6/13の10回
開催された研修
会で制度周知

納告チラシに限
度額の概要を掲
載

設置51医療機関
からの提出状況
を検証

訪問予定19医療
機関を抽出

認定証発行枚数
995 枚（うち医
療機関設置分
309 枚）

認定証発行枚数
1,166 枚（うち医
療機関設置分
378 枚）

認定証発行枚数
1,068 枚（うち医
療機関設置分
328 枚）

認定証発行枚数
1,186 枚（うち医
療機関設置分
345 枚）

認定証発行枚数
1,258 枚（うち医
療機関設置分
429 枚）

認定証発行枚数
983 枚（うち医
療機関設置分
311 枚）

KPI

計画 ― ―

・納告チラシで
周知

・事業所あて状
況リスト等送付
開始

・再作成や磁気
媒体作成の対
応・異動届を速
やかに年金機構
へ回付・不備書
類の速やかな返
戻

同左 ・未提出事業所
への勧奨

― ―

・計画どおり実
施
・6/15～7/13の4
回にわけて送付
（11,978 事業
所）

4,167 事業所から
提出

9,503 事業所から
提出

9,978 事業所から
提出

提出率0 ％ 提出率0 ％ 提出率0 ％ 提出率34.8 ％ 提出率79.3 ％ 提出率83.3 ％

KPI

計画

・資格喪失後受診
の疑いのあるﾚｾ
ﾌﾟﾄについて、医
療機関照会を確
実に実施

・的確なレセプト
返戻処理及び返
還請求処理の実
施

・遡及案件等に関
する年金機構との
情報提供体制の
確立等連携強化

・同左

・資格点検の返戻
処理業務を山崩
し体制で実施

・同左 ・同左 ・同左

・資格点検の繁
忙期（受付、入
力等の処理件数
の増加）にあた
るため、各担当
の処理状況、進
捗の確認の徹底
により処理の遅
延等の防止

・同左

・資格点検業務
を山崩し体制で
実施し、10月の
本格実施に向け
て最終調整する

実績

・医療機関照会：
814件

・無資格受診調定
件数・金額：78
件、1,184,471円

・効果額90円（年
間目標の12分の1
に対する達成
率・・72.4％）

・医療機関照会：636
件

・無資格受診調定件
数・金額：55件、
537,109円

・効果額191円（年間
目標の12分の2に対す
る達成率・・76.8％）

・年金機構担当者と協
議し、今後の情報共有
や定期的な打合せの
実施を取り決めた

・医療機関照会：
763件

・無資格受診調定
件数・金額：96
件、855,273円

・効果額260円
（年間目標の12分
の3に対する達成
率・・69.7％）

・医療機関照
会：1,624 件（Ｈ
29年度同月1,889
件）

・無資格受診調
定件数・金額：
67 件、1,076,358
円

・効果額370 円
（年間目標の12
分の4に対する達
成率・・
74.4 ％）

・医療機関照会：
919件（Ｈ29年度同月
967件）
・無資格受診調定件
数・金額：77件、
1,019,407円
・効果額460円（年
間目標の12分の5に対
する達成率・・
73.9％）
・受付、処理件数の
把握と各担当の日々
の処理状況を確認す
ることで当初の計画
通りの処理が行えた

医療機関照会：909
件（Ｈ29年度同月830
件）
・無資格受診調定件
数・金額：103件、
1,948,244円
・効果額529円（年
間目標の12分の6に対
する達成率・・
70.9％）
・年金機構担当者と
遡及案件の対応等に
ついて打合せを実施

　
①
　
基
盤
的
保
険
者
機
能
関
係

●効果的なレセ
プト点検の推進

資
格
点
検

業
務
G

業
務
G

○手順書に基づく
迅速かつ適正な点
検の実施

●限度額適用認
定証の利用促進 ○加入者等への広報

○地域の医療機関と連携し
た利用促進の実施

【基⑥】
・事業主や健康保険委員に対す
るチラシやリーフレットによる
広報の実施
・各研修会等で利用促進の案内
・設置医療機関の発行状況の検
証し、発行件数の低い医療機関
へのアプローチ

●被扶養者資格
の再確認の徹底 【基⑦】

未提出事業所への早期勧奨を実
施する

・前年度未提出事業所への事前電話案内
・10名以上の事業所への電話督促

【基⑧】
・適正な医療機関照会の実施
・的確なレセプト返戻処理及び
返還請求処理の実施
・年金機構等関係機関等との連
携強化
・効率的な処理体制の見直し
・資格点検効果額（加入者一人
当たり）が前年度(1,492円）を
下回る

高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合83.0％以上

本部へ報告する最
終提出率の起算日
が11/16のため、未
提出事業所に対し
提出勧奨を実施

被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率92.0％以上

実績

実績

○未提出事業所への勧奨に
よる回答率の向上

算定説明会等で限
度額適用認定証の
利用促進の周知が
でき、認定証の発
行枚数も前年比で
増加している

事業所あてに順次
送付しており、提
出期日は8/17であ
る
本年度は併せてマ
イナンバー収集業
務も同時実施

社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率対前年度以上

平成30年度下期に
訪問予定する医療
機関の抽出が完了
し、計画どおりに
進んでいる。

未提出事業所への
勧奨については、
委託業者の受付仕
訳ミスにより本部
より休止するよう
連絡があり、中断
していたところで
あるが、10月より
再開できることと
なったため、10月
中旬ごろに発送す
る予定である。

・資格喪失後受診
の疑いのあるレセ
プトについては、
全件、医療機関照
会及び調定を実施

・9月に年金機構と
担当者ベースによ
る打合せを実施
し、今後も情報の
共有化や定期的な
実施を取り決めた

・8月～9月は資格
点検の受付及び入
力等の処理件数増
加のため、山崩し
体制に向けての準
備が計画どおりに
実行できなかった

認定証の利用状況
が低い医療機関を
訪問し、利用促進
の協力要請を実施

業務の共有化を図
り、職員及び契約
職員を含めた山崩
し体制による事務
処理体制を構築す
る

・平成30年2月に作成
された手順書に基づ
き資格喪失後受診の
疑いのあるレセプトに
ついて確実に医療機
関照会を行うとともに
確実な債権調定を実
施

・効果額は昨年を下
回っており順調に推
移。今後も周知広報
等による無資格受診
の発生防止に努めて
いく

・山崩し体制による効
率化を目指し、第2四
半期も継続して計画
的に実施していく

レ
セ
プ
ト
G



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

計画

・支払基金との
協議強化
・行動計画の目
的や内容及び実
施状況に関する
点検員への周知

・審査医師の有
効活用

・同左 ・同左

・点検員退職に
伴う体制等の整
備

・同左

・平成30年度診
療報酬改定説明
会（医科・歯
科）へ参加

・新規採用点検
員（未定）の早
期育成

・同左

・平成30年度診
療報酬改定説明
会（医科）の伝
達研修の実施

・同左

・外部講師によ
るレセプト点検
事務研修（医
科）の実施

実績

・協議開催場所を
毎月協会けんぽと
し、点検員全員参
加による協議体制
に変更
【基金協議結果】
　査定 4 件、
　原審 6 件

・勉強会や個別面
談時に平成30年度
目的や内容及び
個々の目標数値等
について周知

・4月から審査医
師（医科）を交代
【審査医師との協
議等実施】
医科 2 日、
歯科 1 日

・効果額11 円（年
間目標の12分の1に
対する達成率・・
96.3 ％）

・【基金協議結
果】
査定 1 件、
原審 5 件、
その他 2 件

・勉強会や個別面
談時に個人別資料
を基に進捗や課題
等について周知、
指導を実施

・【審査医師との
協議等実施】医科
2 日

・効果額21 円（年
間目標の12分の2に
対する達成率・・
91.9 ％）

・【基金協議結
果】
原審 4 件、
その他 3 件

・勉強会や個別面
談時に個人別資料
を基に進捗や課題
等について周知、
指導を実施

・審査医師による
「糖尿病」に関す
る講義を実施
【審査医師との協
議等実施】
医科 2 日、
歯科 1 日

・後任者未定のた
め退職者担当業務
の割り振り等業務
処理体制の見直し
を実施

・効果額31 円（年
間目標の12分の3に
対する達成率・・
90.5 ％）

・【基金協議結
果】
査定 1 件、
原審 6 件、
その他 1 件

・今後の勉強会の
内容や方法等につ
いて協議。個別面
談時に個人別資料
を基に進捗や課題
等について周知、
指導を実施

・平成30年度診療
報酬改定説明会
（医科・歯科）へ
各2名ずつ参加

・【審査医師との
協議等実施】医科
2 日

・効果額41 円（年
間目標の12分の4に
対する達成率・・
89.8 ％）

・【基金協議結
果】
査定 1 件、
原審 8 件、
その他 1 件

・個別面談時に個
人別資料を基に進
捗や課題等につい
て周知、指導を実
施

・8/1に平成30年度
診療報酬改定説明
会（医科）の伝達
研修を点検員全員
に実施

・【審査医師との
協議等実施】医科
2 日

・効果額52 円（年
間目標の12分の5に
対する達成率・・
91.1 ％）

・【基金協議結
果】
査定 2 件、
原審 4 件、
その他 1 件

・9/19に平成30年
度1回目の外部講
師によるレセプト
点検事務研修（医
科）を全点検員に
実施

・研修（9/19開
催）を受講した結
果の検証を行い、
自動点検や汎用点
検への登録を実施

・【審査医師との
協議等実施】医科
1 日

・効果額62 円（年
間目標の12分の6に
対する達成率・・
90.5 ％）

計画

・第三表示のレセ
プトは全件、それ
以外のレセプトは
3,000点以上につい
て外傷照会を実施
する
・届書未提出者に
対する提出勧奨ス
ケジュールを見直
し、確実に実施す
る
・システムを利用
した事跡管理によ
り、確実に求償を
行う

・同左

・負傷原因届の回
答登録、第三者行
為届の提出勧奨か
ら山崩し体制を開
始

・同左

・5月実施分とあ
わせて、新規レセ
プトの確認を山崩
し体制で実施
・6月号の納入告
知書の同封チラシ
に労災・第三者行
為関係の記事を掲
載

・同左

・治療継続中の案
件についても、損
保会社へ請求書を
送付する

・同左

・損保会社と過失
等未協定の案件に
ついて、進捗確認
文書を送付

・同左

・外傷照会業務を
山崩し体制で実施
し、10月の本格実
施に向けて最終調
整する

実績

・外傷照会：202件
・損害賠償金調定件
数・金額：37件、
11,915,108円

・業務上
①調定件数・金額：
1件、49,245円
②ﾚｾ返戻件数・金
額：14件、1,655,082
円

・効果額35円（年間
目標の12分の1に対す
る達成率・・
108.8％）

・外傷照会：220件
・損害賠償金調定件
数・金額：78件、
19,786,707円

・業務上
①調定件数・金額：
18件1,116,033円
②ﾚｾ返戻件数・金
額：2件、22,841円

・効果額累計90円
（年間目標の12分の2
に対する達成率・・
139.9％）

・外傷照会：289件
・損害賠償金調定件
数・金額： 49件、
11,762,696円

・業務上
①調定件数・金額：
12件、738,704円
②ﾚｾ返戻件数・金
額：7件、56,623円

・効果額累計121円
（年間目標の12分の3
に対する達成率・・
125.4％）

・外傷照会：279件
・損害賠償金調定件
数・金額： 53件、
17,676,394円

・業務上
①調定件数・金額：
9件、838,760円
②ﾚｾ返戻件数・金
額：22件、419,202円

・効果額累計164円
（年間目標の12分の4
に対する達成率・・
127.5％）

・外傷照会：281件
・損害賠償金調定件
数・金額： 49件、
11,165,992円

・業務上
①調定件数・金額：
7件、2,029,808円
②ﾚｾ返戻件数・金
額：18件、1,281,108
円

・効果額累計200円
（年間目標の12分の5
に対する達成率・・
124.4％）

・外傷照会：283件
・損害賠償金調定件
数・金額： 39件、
27,367,375円

・業務上
①調定件数・金額：
11件、324,131円
②ﾚｾ返戻件数・金
額：20件、226,751円

・効果額累計271円
（年間目標の12分の6
に対する達成率・・
140.4％）
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基
盤
的
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【基⑨】
・支部間差異に重点を置いた基
金協議の実施
・点検員への目標設定の周知及
び実績値のフィードバックの徹
底
・審査医師の有効活用
・点検員のスキルアップ
・点検チームの再編
・診療内容査定効果額（加入者
一人当たり）が137円以上

●効果的なレセ
プト点検の推進

○手順書に基づく
迅速かつ適正な点
検の実施

【基⑩】
・対象傷病名等による的確な対
象者選定の実施
・届出未提出者に対する提出勧
奨の徹底
・効率的な処理体制の見直し
・外傷点検効果額（加入者一人
当たり）が前年度(386円）以上

外
傷
点
検

内
容
点
検

・平成30年度第2回
目の外部講師によ
るレセプト点検事
務研修（医科）の
実施（2月頃予定）

業務の共有化を図
り、職員及び契約
職員を含めた山崩
し体制による事務
処理体制を構築す
る

・毎月、自支部マ
スタでの点検後、
成績上位支部のマ
スタにて点検を行
い、自支部マスタ
に取り込めるもの
がないか検証した
うえで、自動点検
マスタのメンテナ
ンスを積極的に実
施した

・外部講師による
研修や勉強会（毎
月開催）の実施に
より、情報の共有
化や点検員のスキ
ルアップを図った

・点検員1名減の影
響もあり、効果額
は目標未達

・外傷照会につい
ては、未回答者に
対して手順書に基
づき、2回目、3回
目の提出勧奨を実
施

・計画どおり治療
継続中の案件につ
いても、損保会社
へ請求書を送付
し、効果額向上に
努めた

・効果額は順調に
推移しており、半
期での目標を達成
している

・山崩し体制での
処理は資格点検の
繁忙期もあり、計
画どおり実施でき
なかった

○レセプト点検効
果向上に向けた行
動計画に基づく取
組みの実施

・支払基金との協
議については、支
部間差異に重点を
置いた事案の提出
等積極的な協議に
努めた

・年度当初に全点
検員に行動計画の
目的や内容を十分
理解させるととも
に、毎月の面談時
に進捗状況等を認
識させ効果額向上
のための意識づけ
を行った

・4月から審査医師
（医科）を交代
し、新しい知識や
観点の習得に努め
た。また、審査医
師との協議を定期
的に行い、再審査
請求や基金協議を
戦略的に実施した

・6月末で点検員1
名が退職。後任者
の早急な採用と育
成が今後の課題で
ある

・外傷照会の初回
送付に対する未回
答者が3割程度のた
め、時効到達まで
は確実に勧奨する

・効果額は毎月の
目標を達成できて
いる。さらに、効
果額を上げるた
め、第2四半期以降
は治療継続中の案
件についても、請
求書を送付する

・平成30年2月に作
成された手順書に
沿った事務処理を
実施している。事
務処理量は増加し
ているが、山崩し
体制を活用し、効
率化を目指す
・山崩し体制の10
月以降の本格稼働
を見据え、第2四半
期も継続して計画
的に実施していく

レ
セ
プ
ト
G
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４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

KPI

計画

・年金機構の資格喪
失処理の翌営業日の
証返納催告の実施（2
週間⇒翌営業日）

・保険証未返納事業
所リストを活用した
文書による証回収依
頼の実施

・任継未返納者への
電話督励
・年間広報計画に基
づく広報及び関係機
関等との連携による
周知、広報の実施

・年金機構側処理サ
イクルの関係のた
め、資格喪失処理の3
営業日目の証返納催
告に変更

・同左

・同左 ・同左

・健康宣言事業等事
業所訪問時の証回収
依頼

・同左

・保険証未回収、返
納金等のデータから
事業所を選定し、訪
問による周知、依頼
の実施

・同左

実績

・催告状発行件数
（協会での初回催
告）：1,987件

・証回収依頼事業所
数：10社

・メルマガによる喪
失後受診防止、保険
証回収依頼の広報を
実施

・証回収率：78.2％

・催告状発行件数
（協会での初回催
告）：971件

・証回収依頼事業所
数：10社

・健保委員研修会
（1ヵ所）での喪失後
受診防止、保険証回
収依頼の広報を実施

・証回収率：81.6％

・催告状発行件数
（協会での初回催
告）：618件

・証回収依頼事業所
数：10社

・メルマガ、健保委
員研修会及び算定説
明会（11ヵ所）での
喪失後受診防止、保
険証回収依頼の広報
を実施

・証回収率：84.2％

・催告状発行件数（協
会での初回催告）：683
件
・証回収依頼事業所
数：10社
・任継保険証の回収強
化に向けて業務Ｇとの
協議の実施
・証返納対象事業所を
通じた証回収、返納金
回収への取組実施
1.証未返納者への事業所
からの催告の実施
2.資格喪失後受診者への
事業所からの指導
⇒返納金発生の場合の
対応（即納付）につい
て事業所担当へ依頼

・証回収率：86.0％

・催告状発行件数（協
会での催告）：604件
・証回収依頼事業所
数：10社
・任継保険証の回収強
化に向けて資格取得取
消者への電話催告の実
施：6件（復活4件、回
収1件、未回収1件）

・健康宣言事業等事業
所訪問時の証回収依頼

・証回収率：87.3％

・催告状発行件数（協
会での催告）：546件
・証回収依頼事業所
数：10社
・任継保険証の回収強
化に向けて資格取得取
消者への電話催告の実
施：6件（復活3件、回
収1件、未回収2件）

・健康宣言事業等事業
所訪問時の証回収依頼

・証回収率：未確定

計画

・システム刷新以
降の債権の催告を
アウトソースで行
う
・療養費請求時効
(2年)内債権に保険
者間調整案内を封
入する
・新規債権を中心
に弁護士催告を実
施す
る
・法的手続を計画
的に行う。(4月度3
件)

・同左
 
　

　
・保険者間調整回
収目標：4件、
98,686円

・過年度債権（高
額債権）に対して
も弁護士催告を実
施する
・同左（5月度3
件）

・同左

　
　

　
　
・同左（6月度3
件）

・同左
 
　

　
・保険者間調整回
収目標：5件、
884,516円

　
　
・同左（7月度3
件）

・同左

　
　

　

・同左（8月度4
件）

・同左

　
・保険者間調整回
収目標：3件、
500,000円
・同左
　
　
・同左（9月度3
件）

実績

・ｱｳﾄｿｰｽ催告：
174件

・保険者間案内：
118件

・弁護士催告：
20名・24件、533,287円
　(14名、240,574円回
収：9/30時点)

・法的手続：
3件、43,928円
  (2件、38,928円回収：
9/30時点)

・無資格受診回収率：
　33.82％（～4月末）

・ｱｳﾄｿｰｽ催告：
167件

・保険者間案内：
106件

・保険者間調整回収：
　4件、98,696円

・弁護士催告：
20名・22件、832,877円
(11名、423,635円回収：
9/30時点)

・法的手続：3件、
　98,077円
  (回収0件：9/30時点)

・無資格受診回収率：
44.87％（～5月末）

・ｱｳﾄｿｰｽ催告：
162件

・保険者間案内：
100件

・弁護士催告：
20名・20件、1,677,101
円　(6名、113,413円回
収：9/30時点)

・法的手続：3件、
　48,608円
  (1件、17,773円回収：
9/30時点)

・無資格受診回収率：
　47.45％（～ 6月末）

・ｱｳﾄｿｰｽ催告：
186件

・保険者間案内：
103件

・保険者間調整回収：
　5件、884,516円

・弁護士催告：
20名・20件、473,473円
(10名、170,022円回収：
9/30時点)

・法的手続：6件、
　390,809円
  (2件、73,628円回収：
9/30時点)

・無資格受診回収率：
　41.20％（～7月末）

・ｱｳﾄｿｰｽ催告：
171件

・保険者間案内：
75件

・弁護士催告：
20名・20件、616,169円
(10名、126,532円回収：
9/30時点)

・法的手続：4件、
　827,283円
  (1件、83,265円取消、
回収0円：9/30時点)

・無資格受診回収率：
　47.01%（～8月末）

・ｱｳﾄｿｰｽ催告：
169件（未確定）

・保険者間案内：
96件（未確定）

・保険者間調整回収：
　5件、103,106円

・弁護士催告：
20名・21件、2,121,047
円　(6名、1,544,617円
回収：9/30時点)

・法的手続：4件、
　96,453円
  (件、円回収：9/30時
点)

・無資格受診回収率：
　10/23確定予定（～9月
末）

　
①
　
基
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●返納金債権の
発生防止のため
の保険証回収強
化、債権回収業

務の推進

日本年金機構との
実務担当レベルで
の定期的な打合せ
を実施

○債権回収計画に基づく返
　納金債権発生防止策の確
　実な実施

 ≪目標値≫
 ・証回収率：93.00％以上
 ・医療給付費総額に占め
　 る返納金(資格喪失後受
　 診)の割合：30.83％以下

・保険証返納催告
は引き続き年金機
構側処理サイクル
上最短となる資格
喪失処理後3営業日
目に実施し、単月
では4月以外目標値
をクリアしている
累計では4月の大規
模事業所の喪失に
よる返不能処理が
影響し、目標は達
成できていない

・本部提供データ
を参考に保険証未
回収多発事業所へ
発生防止啓発文書
を送付するととも
に、任意継続の資
格取消者に対し、8
月から電話催告を
実施し、保険証の
早期回収に努めた

①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収率93.0％以上　②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率対前年度以上　③医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割
合対前年度以下

【基⑪】
・年金機構の資格喪失処理後2
　週間以内の証返納催告の徹底
　及び催告期間の短縮
・証未回収多発事業所等への資
　格喪失届の証添付周知の徹底
・任継被保険者への証返納催告
　の実施
・各種広報媒体、各種会合等を
　活用した広報の実施

・アウトソースを活
用し、連続した催告
を効率的に行った

・アウトソースによ
る保険者間調整案内
の同封を継続するこ
とにより、保険者間
調整希望者は増加し
てきているが、債権
単価は2、3万円と少
額である。遡及喪失
等高額債権の回収に
つなげていくことを
検討しなければなら
ない

・今年度から導入し
た弁護士催告は新規
債権を中心に委託を
開始し、順調に回収
が進んでいる
新規債権の早期回収
策としての継続に加
え、過年度債権・高
額債権回収策として
も活用する

・法的手続について
は、弁護士催告・内
容証明郵便等の催告
と組み合わせ、確実
な回収策としての運
用を継続する

・無資格受診発生防
止のため、4月より証
返納催告のタイミン
グを年金機構の資格
喪失処理の翌営業日
に短縮したが、年金
機構側処理サイクル
の関係で、3営業日目
の実施に変更し、最
短での証催告を実施
した

・周知、広報等につ
いては、計画どおり
実施し、証未回収多
発事業所への依頼も
毎月定期的に実施し
た

・証回収率について
は、4月に健保組合へ
の編入に係る年金機
構側での返不能処理
による約1,900枚が影
響し、累計回収率は
82.31％と目標を下
回っている。今後実
施策が回収率向上に
結びつくか検証して
いく

・アウトソースを活
用し、連続した催告
を効率的に行った

・アウトソースによ
る保険者間調整案内
の同封を継続するこ
とにより、保険者間
調整希望者は増加し
てきている。調定時
点（前）での遡及喪
失等高額債権の回収
を進めている

・弁護士催告は第一
四半期に続き、新規
債権を中心に委託を
開始し、順調に回収
が進んでいる
新規債権の早期回収
策、過年度債権・高
額債権回収策として
の活用を継続する

・法的手続について
は、弁護士催告・内
容証明郵便等の催告
と組み合わせ、確実
な回収策としての運
用を継続する

レ
セ
プ
ト
G○債権回収計画に基づく返

   納金（資格喪失後受診）
債
   権の確実な回収

 ≪目標値≫
 ・回収率：54.97％以上
　（前年度回収率を上回
る）

【基⑫】
・アウトソースによる毎月連続
した催告の実施（現年度・新規
債権
　の早期回収）
・アウトソースによる保険者間
調整の案内
・調定段階での遡及喪失や高額
 債権に対する保険者間調整の働
  きかけの実施
　（保険者間調整回収目標金
額：300万円以上）
・弁護士催告の実施（月20名）
・法的手続の実施（年40件）



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

KPI

計画

・H27年6月以降
ログインなしの6
医療機関に利用
勧奨を行うとと
もに利用意向を
確認（3月実施
済）
・利用予定なし
の医療機関から
USBを回収

・毎月の稼働報
告による確認を
行い、未利用機
関へ勧奨を実施

・同左 ・毎月の稼働報
告による確認を
行い、未利用機
関へ勧奨を実施

・同左 ・同左

実績

・6医療機関に利用勧
奨及び利用意向を確
認

・利用希望の1機関に
は毎月利用を促し、利
用予定なしの5機関か
らはUSBを回収

・利用率　61.54％

・未利用機関は1機
関。判明後（6月末）電
話にて利用勧奨

・利用率　87.5％

・未利用機関なし

・利用率　100％

・未利用機関は1機
関。判明後（8月末）
電話にて状況確認及
び利用勧奨

・利用率　87.5％

・未利用機関は1機
関。判明後（8月末）
電話にて状況確認及
び利用勧奨

・利用率　62.5％

・未利用機関は3機
関。判明後（9月末）
電話にて状況確認及
び利用勧奨

（10月末頃判明予
定）

KPI

計画

・全健診機関へ説
明
・進捗管理票の作
成

モデル健診機関
の設定（1～2機
関）

全健診機関の進
捗確認実施

同左 同左 同左

実績

・健診機関説明会
（前年度2月に実
施）

・進捗管理票作成

モデル健診機関
の選定を検討

毎月の請求に基
づき実施件数を
管理

毎月の請求に基
づき実施件数を
管理

同左 同左

計画
歯科医師会とチ
ラシ作製の調整

歯科医師会とチ
ラシ作製の調整

チラシ配布開始 チラシ配布先を歯
科医師会と調整

チラシ配布 同左

実績
チラシ作製の調
整

歯科医師会に必
要数量確認

チラシ作成完了 7月5日に歯科医師会
から会員421機関に20
部ずつ配布

各歯科医院において
窓口に設置したり、
歯科受診者に配布

同左

計画

・29年度実績の
分析
・受診者アン
ケートの実施

実績分析及び受
診者アンケート
の健診機関
フィードバック

健診機関への説
明及び施設基準
調整

同左 同左 同左

実績

分析及びアン
ケート実施

未実施 実績分析及び受
診者アンケート
の健診機関
フィードバック
実施

― ― ―

計画

実施体制の整備 事業企画書・要
領の作成

契約書・委託
データ作成

事業実施

同左

―

実績
看護協会等との委託
調整不調

本部調整（直接雇用
による実施）不調

丸亀市と人材紹介調
整不調 未実施。今後丸亀市

と再調整予定

未実施

―

計画
経済団体との事
前調整

経済団体との事
前調整

協同組合との事
前調整 企画書作成

同左
―

実績

未実施（H28年度本
部提供データ遅延）

同左 同左 H28年度本部提供
データ提供あり。支
部にてデータ整備中

同左

―

計画 ― 提供状況分析 同左 同左 同左 ―

実績 ―

未実施（H28年
度本部提供デー
タ遅延）

同左 H28年度本部提供
データ提供あり。支
部にてデータ整備中

同左

―

　
②
　
戦
略
的
保
険
者
機
能
関
係

本部より提供される
データ遅延のため分
析に着手できていな
い

第1四半期の進捗状
況を確認し,不調機
関に対して今後
フォローし、モデ
ル機関を選定して
いく

現在、データの早期
展開を本部に要求し
ているが、今後、分
析の代替案について
検討していく

歯科受診時配布用健
診案内チラシを作成
し、７月の歯科医師
会会報誌送付時に同
封

●デー
タ分析
に基づ
いた第
2期保
健事業
実施計
画
（デー
タヘル
ス計
画）の
着実な
実施

ⅰ）特
定健診
受診
率・事
業者健
診デー
タ取得
率の向
上

【健③】
検診車を活用した健診の実施

【健⑥】
看護協会等に委託し、新規適用
事業所を訪問し、未受診者の受
診勧奨等を行う

　
①
　
基
盤
的
保
険
者
機
能
関
係

○USB配付医療機関に対す
る利用率向上を図るための
周知等の実施

【健①】
生活習慣病予防健診実施機関に
おける予定実施件数（受け入れ
可能件数）の達成のための取り
組み

※データヘルス計画に係る小区分（具体的な取り組
み）において、【事業番号】が欠落している事業に
ついては、31年度以降に開始するものである

【健②】
歯科医師会と連携した歯科受診
時における健診案内チラシ配布
委託業務

○健診
の受診
勧奨対
策

本部提供データに
より業態別分析を
行い、事業の実施
準備を行うことが
できた。

生活習慣病予防健
診
（生活習慣病予防
検診の受診率を
47.5％以上とす
る）

【基⑬】
USBを配付した医療機関におけ
る利用率を60.0％以上とする。
・未利用医療機関への利用勧奨
及び利用意向確認
・今後も利用予定なしの医療機
関からUSBを回収

●オンライン資
格確認の導入に
向けた対応

※10月より開始

※10月より開始本部提供データに
より業態別分析を
行い、事業の実施
準備を行うことが
できた。

関係団体との事業
実施に向けた交渉
を引き続き行い、
事業内容の検討及
び再構築を行う。

上位目標：保健指導及び早期受診並びに継続的な受診による重症化予防等を推進することで、糖尿病の一人当たり外来（入院外）医療費を全国平均以下にする
中位目標：空腹時血糖・HbA1ｃの検査結果平均値を全国平均以下にする

○被保険者（40歳以上）（受診対象者数：149,585人）・生活習慣病予防健診実施率47.5％（実施見込者数：71,000人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・事業者健診データ取得率10.0％（取得見込者数：15,000人）
○被扶養者（受診対象者数：42,664人）　　　　　　  ・特定健康診査実施率30.5％（実施見込者数：13,000人）

現行のオンライン資格確認システムについて、USB配布医療機関における利用率を60.0％以上とする。

5月末時点で配布済
み医療機関は8社。
利用勧奨及び利用
確認の結果、紛失
等の危険性も考慮
し、利用予定なし
の5医療機関より
USBを回収。今後も
毎月の稼働報告に
より利用状況を把
握し、利用率100％
を目指して管理を
徹底していく

健診機関が集団健診会場
と日程を選定する際に、
アンケート結果及びGIS
による未受診者分布図を
活用することでより効果
的な受診勧奨を行えるよ
うフィードバックを行う
ことができた。

現在配布済みの8医
療機関は全機関利
用している
ただ、月1回程度の
利用のため、前回
利用が月末の場
合、次回利用が
翌々月になること
もあり、目標は達
成しているが利用
率100％は維持でき
なかった

毎月の請求に基づ
いて、各健診機関
の進捗状況の確認
を行うことができ
た。

健診受診促進チラ
シの配布を開始す
ることができた。

健診機関から未受診
者が存在する事業所
リストを提供した受
診勧奨を行ったり、
支部から未受診者に
対して受診勧奨DMを
発送する等、受入可
能な機関への受診者
確保を推進する。

29年度集団健診の分
析及び受診者アン
ケートの結果を健診
機関にフィードバッ
クし、今後の集団健
診に活かしていく

看護協会をはじめい
くつかの団体と事業
概要及び委託方法に
ついて協議したが不
調となった。今後、
事業案について再修
正を検討していく

事業実施に向け
て、丸亀市と打合
せを実施すること
ができた。

イベント時の配布や
歯科医師会員からの
追加配布により、更
に受診促進広報を展
開していく。

保
健
G

企
画
総
務
部

（

健
診
P
T
）

レ
セ
プ
ト
G

保
健
G

事業者健診
（事業者健診取得
率を10.0％以上と
する）

【健⑦】
経済団体と連携し、健診データ
提供勧奨の実施（提供状況分析
に基づく業界を特定した協同組
合をに対する文書勧奨の実施）

【健⑨】
大規模事業所（公務従事者以
外）に対する、健診データの提
供勧奨の実施

※12月より開始



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

計画

・29年度実績の
分析

29年度実施市と
の調整

―

三豊市がん検診
との同時実施の
集団夜間健診の
詳細な打合せ

健診案内の作成 健診案内の送付

実績
分析の実施 30年度も実施が

決定 ―
日程決定 健診機関、自治体と

三者打合せ実施
受診案内DMを作
成し、発送

計画 ―
受診動向分析 事業案検討 ・県医師会との

調整
郡市医師会との
調整

企画書作成

実績 ―

未実施（H28年度
本部提供データ遅
延）

同左 H28年度本部提供
データ提供あり。
支部にてデータ整
備中

H28年度本部提供
データ提供あり。
支部にてデータ整
備中

H28年度本部提供
データ提供あり。
支部にてデータ整
備中

計画 ―

事業案検討 ・市と調整
・実施要領作成

・関係団体との
調整

データ提供 事業実施

実績 ―

丸亀市との調整
（コミュニティ
データ分析が前提
だが未着手）

未実施（協会側
データ試行分析の
み実施）

丸亀市との分析手
法の共有予定。そ
の後、31年度に向
けて事業実施準備
予定

同左 丸亀市と打ち合わ
せ実施（9/13）。
健診データの分析
実施後、具体策を
検討する予定。

計画

事業概要説明（医
師会等）

事業概要説明（医
師会等）

事業概要説明（医
師会等）

健診機関が自由に
行う集団健診の情
報集約

健診案内の作成 第一回集団健診案
内発送

実績

集団健診の方法に
ついて検討

集団健診の方法に
ついて検討

集団健診は企画競
争の公募に決定
年度2回受診勧奨
時に広報実施

健診案内、2機関
から申し出あり

３機関が実施する
集団健診の受診案
内及び申込み方法
を検討

受診案内DMを作
成し、発送

計画

委託企画書の作
成

データ準備 データ活用によ
る具体的な活用
方法検討

同左 活用方法に基づ
き実施案作成

―

実績

受託可能機関開拓 受託可能機関にヒア
リングを行ったが、
不調。本部と抽出交
渉実施→了承

本部へデータ抽出依
頼実施

本部データの抽出が9
月上旬にずれ込んだ
ため、未実施

同左 本部データの抽出が
10月以降にずれ込ん
だため、未実施

計画 ―
県との情報共有 実施市町の決定

及び企画書作成
モデル事業実施 同左 同左

実績 ―

未実施（丸亀市
と健診及び分析
優先）

同左 丸亀市との調整
未実施

同左 丸亀市と打ち合わせ
実施（9/13）。市の
食育関係会議に参画
予定。

計画 ―
企画書作成 説明資料作成 事業概要説明

（医師会等）
ポスター作成

―

実績 ―

未実施（健⑭に
て抽出するデー
タをポスターに
活用予定）

同左 本部データ提供
が9月上旬となる
ため、未実施

同左 本部データの抽出が
10月以降にずれ込ん
だため、未実施

計画

事業概要説明
（歯科医師会
等）

企画書作成 仕様書作成 スケジュール・
契約書作成

広報資料作成

ー

実績

未実施 同左 ・健診機関と同時
実施についてヒア
リング実施

・歯科医師会との
調整実施

集団健診1会場
（丸亀市内、12
月）にて実施決
定。
詳細について、8
月初旬に県歯科医
師会と調整予定。

詳細および契約書
等について、県歯
科医師会と調整
中。

詳細および契約書
等について、県歯
科医師会と調整済
み。

計画

市町実施スケ
ジュール確認及
び調整

同左 同左 広報方法検討 広報方法決定 ・広報実施

実績
確認及び調整実
施

同左 同左 調整実施 各市町と健診機関と
広報内容調整

受診案内DMを作
成し、発送

　
②
　
戦
略
的
保
険
者
機
能
関
係

【健⑮】
特定健診と食育学習のコラボ事
業（市町村との連携）

【健⑯】
医師会等と連携した医療機関受
診中者に対する特定健診受診啓
発事業

【健⑰】
被扶養者の集団健診会場におけ
る歯科検診（歯周病＝糖尿病予
防）の実施

【健⑬】
市場原理を活用した集団健診の
実施

【健⑭】
対象者を絞った健診案内の実施
（レセプトデータ等を活用した
生活習慣病受療中者と健診受診
済者を除いたデータ活用）（数
年連続未受診者にターゲットを
受診勧奨の実施）

【健⑪】
GISを活用し、医師会（郡医師
会）と連携した健診受診広報勧
奨（診療時間外の特定健診実施
機関の開拓等）

【健⑫】
市町と連携し、コミュニティを
活用した健康づくり事業（集団
健診・保健指導受診勧奨・健康
課題にあった健康づくり）

特定健診
（特定健診（被扶
養者）の受診率を
30.5%以上とする）

前年度実施した三豊
市は今年度も継続実
施が決まる

現在、データの早期
展開を本部に要求し
ているが、今後、分
析の代替案について
検討していく

本部データの抽出
が10月以降にずれ
込んだため、未実
施。

外部委託について検
討・調整を行った
が、不調となった。
そのため、本部にて
抽出手法を変更し抽
出依頼した。データ
提供後、具体的活用
方法を検討していく

現在までの丸亀市と
の協議では具体化さ
れていないが、今
後、連携事業の進捗
を見定めながら、調
整していく

現在、データの早期
展開を本部に要求し
ているが、今後、分
析の代替案について
検討していく

※11月より開始
12月6日の歯科健診
の実施結果から効
果検証を行い、今
後の集団特定健診
との同時実施につ
いて検討する。

※10月より開始

丸亀市の取組を確
認し、事業連携に
向けた情報収集を
行うことができ
た。

本部データの抽出
が10月以降にずれ
込んだため、未実
施。

歯科医師会との歯
科健診の実施に向
けた調整と、特定
健診受診対象者へ
の受診案内を実施
することができ
た。

がん検診と同日同
会場における特定
健診の実施による
受診促進を行うこ
とができた。

企
画
総
務
部

（

健
診
P
T
）

保
健
G

企
画
総
務
部

（

健
診
P
T
）

保
健
G

※10月より開始
データ抽出が完了
次第、事業の企画
を開始。

●デー
タ分析
に基づ
いた第
2期保
健事業
実施計
画
（デー
タヘル
ス計
画）の
着実な
実施

ⅰ）特
定健診
受診
率・事
業者健
診デー
タ取得
率の向
上

【健⑱】
特定健診とがん検診の同時実施
の推進（既に6市町/17市町実施
済み）

○健診
の受診
勧奨対
策

定期検討会議にお
いて、コミュニ
ティ別の課題抽出
を行い、共同によ
り実施可能な事業
を検討する。

集団健診実施方法・
スケジュールを待っ
て、6月に歯科医師会
との調整を行った。
今後、具体的な実施
日程及びエリアを調
整し、円滑な実施に
向けて調整を継続し
ていく

各市町と調整し、今年度
実施が決定していたの
は、5市5町となった。今
後各市町及び健診機関と
実施にむけて打合せを
行っていく

集団健診は、企画競
争による公募に決定
したが、今後、健診
機関が自由に行う集
団健診の情報集約を
して集団健診案内に
一緒に掲載すること
とした

コミュニティ別に分
析可能性の検証を
行った。今後、デー
タ統計結果から対象
コミュニティの選定
等について、丸亀市
と調整を行っていく

事業において活用
するデータ整備に
着手することがで
きた。

丸亀市との包括連
携協定に基づき定
期的に検討会議を
開催することと
し、事業の実施に
向けた検討を開始
することができ
た。

三豊市夜間合同健
診
10/17(木.)18(金)

データ整備が完了
次第、事業の実施
に向けた準備を開
始する。

効果検証を実施し、
１～３月に実施する
集団健診に向けた準
備を行う。

※10月より開始
データ抽出が完了
次第、上記の集団
健診案内にて活
用。

丸亀市との食育事
業の連携について
検討。

健診機関、自治体
との三者で夜間集
団健診の実施打合
せ及び受診案内を
行うことができ
た。

企画競争により決定
した健診機関と、市
場原理により参加し
た２健診機関とを合
わせて集団健診の日
程を組み、受診案内
を実施することがで
きた。

保
健
G

【健⑩】
夜間集団健診の実施
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４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

KPI

計画

前年度調査で検討
中の機関に対して
アプローチする ―

検討中健診機関と
の交渉

同左 同左 ・31年度契約にむ
けての既存健診機
関への聞き取り調
査票の作成

実績

検討中の4機関と
調整したが、3機
関とは不調。1機
関は継続交渉

検討中の１機関
からの問い合わ
せに対応し説明

別の新規1機関と
調整中

検討中の３機関
と調整中 香川県総合健診

協会と（9/3付）
契約決定

―

計画 ― ―

・進捗管理票の作
成

・毎月の進捗確認
実施開始

毎月の進捗管理 契約機関ごとの
個別協議（年1
回）

毎月の進捗管理

実績 ― ―

進捗管理票作
成、進捗確認開
始済み

毎月の請求に基
づき実施件数を
管理

毎月の請求に基づき
実施件数を管理（7月
分までで進捗率40％
で順調）

毎月の請求に基づき
実施件数を管理（8月
分までで進捗率
41.8％で順調）

計画 ― ― ― ― ―
実施計画書作成

実績 ― ― ― ―
4月～6月健診分で
高松市内で対象者
約70名で実施予定

10/20（土）で計画
し60人に案内発送
済

計画 ― ―

・健診機関の特定
保健指導状況の情
報収集

実施体制決定 健診機関と特定保
健指導の実施の調
整

健診日当日の特定
保健指導実施の打
合せ

実績 ― ―
実施済み 実施機関及び体

制の決定
10月～12月日本健康
倶楽部実施の全会場
で特保実施調整

全会場（16日間）
で特保当日実施す
ること決定

計画 ―

・市町の情報収集 ・実施可能な健診
機関の情報収集

実施体制決定 健診機関と実施可
能日等調整

実施可能日あれば
詳細な打合せ

実績 ―
丸亀市からの情
報収集実施

情報収集実施
―

前期は健診機関と予算的に
無理なため実施せず。後期
集団健診で検討する ―

KPI

計画

健診機関との調
整及び調達準備

同左 同左 事業見直し 健診機関との調整 事業開始

実績

事業検討 事業検討 事業の仕様書作成
企画競争による公
募

事業内容を見直
し、公募準備

「40歳未満の血糖
リスク者を対象と
した保健指導業
務」の公募

特定保健指導を実施
する6機関から実施申
請があり、10月1日付
で契約を締結

計画

対象者への通知
（本部実施）後
の文書・電話勧
奨及び保健師等
による訪問保健
指導の実施

同左 同左 同左 同左 同左

実績
実施済み 同左 同左 実施済み 同左 同左

計画 ― ―

実施計画の検討 実施計画の検討 事業実施計画の策
定
健診結果データの
管理

事業決定と医師会
等への調整
健診結果データの
管理

実績 ― ― 未実施 未実施 未実施 未実施

　
②
　
戦
略
的
保
険
者
機
能
関
係

事業計画を作成して
企画競争による公募
したが不調。事業内
容を見直す

対象者に直接保健
指導ができるよう
に電話や面談で受
診勧奨を実施し、
第1四半期において
は、３ケ月以内に
医療機関を受診し
た者の割合は9.3％

特定保健指導業務
委託機関の実施件
数は、計画どおり
に伸びている。

○被保険者（受診対象者数：17,802人）・特定保健指導実施率29.2％（実施見込者数：5,200人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【内訳】協会保健師実施分21.9％（実施見込者数：3,900人）アウトソーシング分7.3％（実施見込者数：1,300人）
○被扶養者（受診対象者数：1,391人）　・特定保健指導実施率8.6％（実施見込者数：120人）

実施可能な健診機
関の情報収集がで
きた

※2月～3月の集団
健診実施時に実施
を検討

―

企
画
総
務
部

（

保
健
指
導
P
T
）

企
画
総
務
部

（

保
健
指
導
P
T
）

マンパワー不足によ
り着手できていな
い。担当を変更して
下期から準備し、年
度内に開始できるよ
うに準備する。

ⅲ）重
症化予
防対策
の推進

○未治
療者に
対する
受診勧
奨にお
ける二
次勧奨

空腹時血糖100ｍ
ｇ/ｄｌ以上の割
合を10％以下とす
る

【重①】
健診受診機関による高血糖値者
に対するサポート事業

【指⑥】
健診結果の説明会を行いその場
で特定保健指導の実施

●デー
タ分析
に基づ
いた第
2期保
健事業
実施計
画
（デー
タヘル
ス計
画）の
着実な
実施

【指⑤】
被扶養者の集団特定健診会場で
の集団特定健診保健指導の実施

【指③】
保健指導希望者に対する来所型
保健指導の実施（事業所での実
施が困難な方）

【重⑥】
国保連合会の手法を用いた腎症
重症化予防

【指②】
契約保健指導実施機関の予定件
数の達成

被扶養者保健指導
（被扶養者保健指
導実施率を8.6%以
上とする）

○保健
指導の
実施勧
奨対策

被保険者保健指導
（被保険者保健指
導実施率を29.2%以
上とする）

【指①】
生活習慣病予防健診委託機関す
べてにおいて、特定保健指導を
委託する。（第3期改正の活
用）

保
健
G

進捗管理票作成し
管理を開始した

ⅱ）特
定保健
指導の
実施率
の向上
および
平成30
年度か
らの制
度見直
しへの
対応

検討中の機関に対
してアプローチを
したが、前向きに
検討する1機関と交
渉継続中。新たに
１機関が関心を示
しているのでアプ
ローチ中

○糖尿
病性腎
症に係
る重症
化予防
事業

糖尿病性腎症の新
規透析導入者を前
年度以下にする

第３期特定保健指
導の見直しによる
健診日当日の保健
指導が可能な集団
健診業務委託につ
いて検討した

企
画
総
務
部

（

重
症
化
予
防
P
T
）

○受診勧奨後3か月以内に医療機関を受診した者の割合11.1％以上

10月1日からサポート
事業を開始

支部会議室で実施す
る計画で、近隣の対
象者を抽出し、アン
ケート調査を兼ねた
案内及び申込書を発
送。

企
画
総
務
部
（

重

症
化
予
防
P
T
）

香川県総合健診協
会と特定保健指導
業務委託契約がで
きた。

【戦①】
健診の結果、血圧や血糖値が受
診勧奨域であるにも関わらず医
療機関を受診していない者に対
する受診勧奨を実施する。

10月～12月の集団
健診時、実施機関
による当日特定保
健指導ができる体
制づくりができ
た。

前期は実施せず、
後期集団健診で実
施を検討する

事業計画書、委託実
施要領、契約書を策
定のうえ実施機関を
公募し、実施申出が
あった６機関と契約
を締結することで、
事業の実施体制を整
えることができた。

対象者に直接保健
指導ができるよう
に電話や面談で受
診勧奨を実施し、8
月分までにおい
て、３ケ月以内に
医療機関を受診し
た者の割合は11.3％

受診勧奨後3か月
以内に医療機関を
受診した者の割合
11.1％以上



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

計画 ― ―

情報収集実施 実施計画の検討 同左 同左

実績 ― ―
専門保健指導機関
の情報収集 ― ― ―

計画

基本構想の計画 関係団体との協
議（県、経済団
体等）

同左 関係団体との協
議及び準備開始
（県、経済団体
等）

事業準備 同左

実績

未実施 同左 同左 7/25健康経営セミ
ナー（アクサ生命
主催）に講師派遣

同左

計画 ―

事業所カルテの
作成

事業所カルテの
作成
及び送付開始

事業所カルテの
送付及びフォ
ロー開始

フォロー実施 同左

実績 ―

未実施 同左 同左 同左 本部よりデータ提
供あり。提供内容
の検証

計画

まるごと宣言事業
及び営業マン・
ウーマン活動の開
始

まるごと宣言事業
及び営業マン・
ウーマン活動実施
・県との調整
・パンフレット及
びマニュアルの作
成

まるごと宣言事業
及び営業マン・
ウーマン活動実施
・事前職員研修
・事業所訪問開始

まるごと宣言事
業及び営業マ
ン・ウーマン活
動実施

同左 同左

実績

未実施 実施済み 同左 2人ペアでチーム
編成し、9月末ま
でに各チーム6事
業所を訪問を目
標に始動

健康経営普及推進
協力事業を公募で
募り５社と覚書を
締結

2人ペアのチーム
編成による事業所
訪問、終了

計画 ―
歯科医師会との
調整

同左 検査実施 同左 同左

実績 ―
未実施 同左 同左 同左 同左

計画 ―

医師会との調整 同左 事業実施 同左 同左

実績 ―

禁煙学会事務局
との意見交換実
施

未実施 同左 同左 同左

計画

まるごと宣言事
業及び営業マ
ン・ウーマン活
動の実施

同左 同左 同左 同左 同左

実績

29年度取組結果
報告依頼文書発
送

報告書審査及び
認定証の送付

30年度からの宣
言事業の周知広
報実施

勧奨訪問時に周
知を実施

宣言事業所に対し
健康経営優良法人
認定説明会(10/2)
の案内の実施

宣言事業所に対し
健康経営優良法人
2019の申請案内の
実施

計画 ― ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ― ―

計画 ― ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ― ―
―

まるごと宣言の訪
問勧奨の際に健康
経営優良法人の案
内を必ず周知する
ことで申請事業所
を増やす

　
②
　
戦
略
的
保
険
者
機
能
関
係

ⅴ）そ
の他保
健事業
の推進

調整に至っておら
ず実施できていな
い。第2四半期にて
調整を行う

調整に至っておら
ず実施できていな
い。第2四半期にて
調整を行う

調整に至っておらず
実施できていない。
第3四半期にて調整を
行う

実施計画の検討が実
施できていないの
で、下期で着手する

本部からの28年度
データが提供され
ていないため作業
保留

6月下旬より企画
チームで訪問開
始。7月以降に職員
全員で訪問を開始
できるよう準備中

マンパワー不足によ
り着手できていな
い。下期から準備
し、年度内に開始で
きるように準備す
る。

ⅲ）重
症化予
防対策
の推進

○医療費等の分析結果につ
いて、市町との連携による
広報及び健康づくりを実施
する

→【健⑫】の項目にて記載

【コ①】
健康経営セミナーの開催ⅳ）健

康経営
（コラ
ボヘル
スの推
進）

●デー
タ分析
に基づ
いた第
2期保
健事業
実施計
画
（デー
タヘル
ス計
画）の
着実な
実施

【コ③】
事業所カルテを活用した経営者
への意識啓発（被保険者50人以
上）

【コ④】
健康経営の営業マン・ウーマン
事業
・新規健康宣言事業所勧奨
・健康宣言エントリー後の取組状況確認
及び支援
・その他の健康づくりに関するニーズの
把握及び支援

・健康宣言企業拡
大に向けた勧奨
・健康経営の普及
に向けた関係団体
への協力依頼等各
種取組の実施

（新規に健康宣言
する事業所を毎年
度120事業所とす
る）

【コ⑥】
宣言事業所のインセンティブと
して、禁煙支援事業（動脈硬化
＝糖尿病重症化予防）の実施
【禁煙学会（医師会）とのコラ
ボ】

人工透析の高リス
ク者については、
糖尿病の専門医と
連携した生活習慣
病プログラム等を
導入する。

【重⑦】
透析手前の対象者を抽出し、文
書・訪問等を実施する

企
画
総
務
部

（

コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
P
T
）

企
画
総
務
G

（

企
画
）

優良法人認定を目指
している事業所につ
いては認定訪問を早
急に実施

関係団体と連絡調
整中

○自治体及び関係団体等と
連携した健康づくり事業を
実施する

○糖尿
病性腎
症に係
る重症
化予防
事業

○健康
宣言企
業数の
増加お
よび健
康宣言
企業と
のコラ
ボヘル
スの推
進

・健康経営優良法
人認定を毎年10法
人以上増加させる

下期においては取組
事例報告の取りまと
め、表彰の準備

【コ④】
健康経営の営業マン・ウーマン
事業
・健康経営優良法人認定に向けたサポー
ト

【戦②】
県市町等の実施する健康イベン
ト等に参画し、支部の取り組み
に関する情報等を提供すること
により、イベント参加者の健康
意識の向上を図る

調整に至っておらず
実施できていない。
第3四半期にて調整を
行う

まるごと宣言の勧奨
訪問、支援訪問時に
必ず優良法人認定に
ついて案内を徹底。
部長が経済同友会に
おいて講演を行い優
良法人認定を目指す
事業所の増加が見込
まれる

―

―

【コ⑤】
宣言事業所のインセンティブと
して、歯周病検査（簡易検査）
の実施【歯科医師会とのコラ
ボ】

―

―

10月:ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ大会
11月:禁煙学会学術
総会、丸亀ふるさ
と健康ｳｫ-ｸ
1月:ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会
2月:丸亀国際ﾊｰﾌﾏ
ﾗｿﾝ

保
健
G

・他団体からのセミ
ナー講師については
引続き積極的に派遣
・セミナーの開催に
ついては関係団体
（四国新聞・アク
サ）と調整を継続

事業所カルテの構成
等について調整が終
了
第3四半期において印
刷し発送する

全職員での訪問勧奨
の取り組み及び健康
経営普及推進協力事
業所との覚書締結（5
社）については効果
が出ており8月、9月
において宣言事業所
数が伸びている。10
月以降は支援訪問を
計画的に取り組む必
要がある



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

KPI

計画 ― ―
本部との調整作
業実施

同左 H30年度第1回発
送 ―

実績 ー ― 実施済み 実施済み 8月24日、37,755件送
付。 ―

計画 ― ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ― ―

計画 ― ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ― ―

計画 ―

現状分析、薬剤
師会との調整、
対象薬局の抽出

訪問実施 同左 同左 同左

実績 ―
実施済み 未実施 未実施

保険者協議会に提案

薬剤師会に対しチ
ラシ増刷、訪問事
業について説明

7調剤薬局に訪
問、後日アンケー
ト5件回収

計画

現状分析 現状分析、市町
への協力依頼開
始

市町への協力依
頼実施

市町への協力依
頼実施、事業の
効果検証

市町への協力依
頼実施

同左

実績
高松市で開始 未実施 同左 保険者協議会専門

部会にて提案実施
保険者協議会事務局
にて市町に対し取組
のアンケート実施

市町名入り促進チ
ラシ増刷を業者に
依頼

計画
保険者協議会と
協議

同左 保険者協議会事
務局へ提案

・保険者協議会
専門部会にて提
案

― ―

実績
未実施 協議実施 提案実施 専門部会に提案

を実施 ― ―

KPI

計画
勧奨事業所の選
定・計画

勧奨実施 同左 同左 同左
―

実績

選定済（91社） 勧奨実施は7月以降に
変更（委②委③と連
動させるため）

同左 勧奨文書送付
58事業所（100人以上
かつ②③非該当）

21事業所に新規委
嘱

勧奨文書送付
124事業所（50名以
上の事業所）

計画 ― ―
勧奨事業所の選
定・計画、委員
名簿の整理

勧奨実施 同左
―

実績 ― ―
選定済（ま37社、事
112社）、名簿整理済

8月の送付に向けて準
備終了

ま35社に送付
事106社に送付 ―

計画 ―
開示請求の実施 委員名簿の整理 同左 同左 勧奨実施

実績 ―

実施済（5/14）→
5/30決定通知受取→
5/31実施方法等申出
済

6/5データ受取→6/18
本部にデータ読込み
申請→6/19本部承認
有→委員名簿整理中

8月の送付に向けて準
備終了

年金委員事業所167社
に送付

8月に前倒しで勧奨実
施済

計画 ― ― ― ―
研修会の計画・準
備

開催場所の決定

実績 ― ― ― ―
単独研修会の計
画、会場の選定

県内2会場で実施

計画

研修会の計画・準
備（算定説明会
等）

開催案内の送付・
研修会の実施（算
定説明会等）

研修会の実施（算
定説明会等）

研修会の計画・準
備（委員表彰）

同左 同左

実績

実施済 研修会の資料を作成
研修会での講師（1会場）

研修会での講師
（全9会場）

連絡調整を実施
8月に打合せ会を
予定

第1回目の調整会
議を実施（8/30）

随時年金機構と連
絡調整

計画 ― ―
実施起案 原稿作成 広報物作成 広報の実施

実績 ― ―
起案済 広報誌の構成・掲載

内容について確定
広報誌の事業決裁を
受け企画競争にて業
者確定

健保委員広報誌送付
2,586名

計画どおり実施済。
講師については、3グ
ループから派遣し、年齢
層も入社2年目の若手か
らグループ長まで幅広い
階層とし、全支部体制で
臨めた

チラシについては10
月中に納品（保険者
協議会から市町へ配
布）

定期的な広報誌「架
け橋」を作成。今後
は定期的な発行を継
続さす

―

新規適用事業所につ
いては随時勧奨

　
②
　
戦
略
的
保
険
者
機
能
関
係

期日までに報告済
み

―

―

―

7月原稿作成、8月広
報物作成、9月発送の
段取りを決定した

計画どおり進行中。6
月末時点で委①委②
分もまとめて委員名
簿整理が概ね完了。7
月以降、勧奨を早期
に実施予定

他保険者、香川県
と協力連携して訪
問をするよう計画
中（保険者協議会
に提案）

企
画
総
務
G

（

企
画
）

企
画
総
務
部

（

健
診
P
T
）

本部との連絡調整を
適宜行い1回目は円滑
に実施

―

委員①②③の取組に
て委嘱者数188人（168
社）とい好結果で
あった（カバー率
被保険者数10997人
増）

●ジェネリック
医薬品の使用促
進

○加入者等への切替促進広
報を実施する

○関係会議等など、様々な
機会をとらえて積極的に情
報発信を行う

○ジェネリックカルテ（医
療機関や調剤薬局ごとの
ジェネリック医薬品使用割
合等データ）の活用

○地域や年齢ごとのジェネ
リック医薬品の使用状況を
分析し、効果的施策につい
て、県市町、事業主などの
関係者への意見発信を実施
する

高松市しか展開で
きておらず、7月の
保険者協議会を活
用し他の市町への
展開を図る

○事業所規模や協会との連
携状況を分析し、効率的か
つ効果的な健康保険委嘱勧
奨を実施する

○都道府県単位保険料率の
仕組みと健康経営、健康づ
くりについて、研修会を開
催するとともに積極的な広
報活動を推進する

【委⑥】
健康保険制度等の定期的な広報
を行う

●広報活動や健
康保険委員を通
じた加入者等の
理解促進

【ジ①】
ジェネリック医薬品情報提供
ツールを使用し調剤薬局へお知
らせ文書を送付

保険者協議会事務
局への事前調整が
終わり、7月に行わ
れる専門部会で提
案予定

【委⑤】
年金機構との合同研修を実施す
る

【委④】
健康保険制度・香川支部の成績
等について協会の単独研修を実
施する

【委②】
事業所まるごと健康宣言事業
所、保健指導受入事業所、事業
者健診データ提供事業所、新規
適用事業所への委嘱勧奨

【委③】
厚生支局提供（開示請求）の年
金委員データを活用した委嘱勧
奨

委員①②③の取組に
て委嘱者数188人（168
社）とい好結果で
あった（カバー率
被保険者数10997人
増）

委員①②③の取組に
て委嘱者数188人（168
社）とい好結果で
あった（カバー率
被保険者数10997人
増）

第3四半期において
会場の確保を行う

11月に開催される研
修会（委員表彰）に
むけて研修内容、分
担等について10月中
に調整を行う

計画どおり勧奨事
業所の選定済み。7
月以降の勧奨は委
①委③と連動させ
て行う

企
画
総
務
G

（

企
画
）

3月に委員広報誌送付

※1～3月研修会の
実施

11/12委員研修会・委
員表彰開催

①広報活動における加入者理解率の平均について対前年度以上　②全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合56.0％以上

【委①】
大規模事業所に的を絞った委嘱
勧奨（訪問を含む）

【戦③】
ジェネリック医薬品「自己負担
軽減額通知サービス」の円滑な
実施（年2回）

健康宣言訪問勧奨と合わ
せての訪問であったため
面談できずアンケートに
よる状況確認となってし
まった。訪問の計画を再
検討する

16市町で若年層の切
替促進の取組を実施
することとなり保険
者協議会を通じチラ
シを配布予定（高松
市は実施済）

8月の専門部会にて提案
を行い若年層への取組に
ついては賛同を得ること
ができ全市町実施するこ
になった

【ジ②】
調剤薬局へ訪問し切替促進事業
を実施

【ジ③】
市町と連携し乳児医療証交付の
際等にチラシを同封、手渡しに
よる切替促進

【ジ④】
保険者協議会を活用し医療機
関・薬局への効果的な使用促進
に向けた協議の実施

勧奨事業所の選定
は終わっている
が、委②委③の準
備ができるまで保
留中

前年度は2月に開催

※12月に、お知らせ
作成・送付

【戦④】
県と共同によるセミナーの開催

香川支部のジェネリック医薬品使用割合を73.3％以上

企
画
総
務
G

（

企
画
）

○関係会議等など、様々な
機会をとらえて積極的に情
報発信を行う（GISに活用
等）

企
画
総
務
部

（

ジ
ェ

ネ
リ
ッ

ク
P
T
）



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

KPI

計画 ― ― ―
分析概要検討 分析実施 同左

実績 ― ― ― ― ― ―

計画 ― ― ―
分析概要検討 分析実施 同左

実績 ― ― ― ― ― ―

計画 ― ― ― ― ― ―

実績 ― ― ― ― ― ―

計画 ― ―

経済団体との連絡
調整

・ホームページに
て広報
・経済団体との連
絡調整

・メールマガジン
にて周知
・経済団体との連
絡調整

・健康保険委員の
広報誌にて周知
・経済団体との連
絡調整

実績 ― ―

未実施 ・ホームページにて
広報を実施
・経済団体との連絡
調整を実施

・メールマガジンに
て周知
・経済団体と調整し
広報原稿を提供

・健康保険委員の広
報誌にて周知
・経済団体と調整し
広報原稿を提供

計画

・レセプト10件/月
以上を抽出対象と
する

・同左
・プロジェクト会
議を開催し、対象
者へ照会文書を送
付する

・レセプト13件/月
以上を抽出対象と
する

・同左 ・同左
・プロジェクト会
議を開催し、対象
者へ照会文書を送
付する

・同左

実績

・対象者15名、対応
中6名、対応完了1名

・対象者12名、対応
中5名、対応完了4名
・保険給付適正化プ
ロジェクト会議を開
催
・新規発生者2名に
対し、照会文書送付

・対象者8名、対応
中7名、対応完了0名
・5月に照会した2名
のうち、1名から回
答書提出あり

・対象者9名、対応中
6名、対応完了1名

・対象者10名、対応
中6名
・保険給付適正化プ
ロジェクト会議を開
催し、新規発生者に
対する照会文書の送
付を決定した

・対象者12名、対応
中9名

・新規発生者2名に対
し照会文書送付し、2
名とも回答あり
うち1名に電話連絡を
行うが出ない

計画
事業実施 同左 同左 同左 同左 同左

実績
本部の実施要領
発遅延

同左 同左 同左 同左 同左

計画
多くの業者へ入
札の周知をする

同左 同左 同左 同左 同左

実績

①4/20②4/27に入札
を実施
②の実施分が1社応札
のため、電話照会済

5/8に入札実施
1社応札なし

入札なし 同左 8/2に入札実施
1社応札なし

入札なし

計画

・消耗品持出簿の活
用による在庫管理
・管理職会議で執行
状況報告

同左 同左 同左 同左 同左

実績

・前年同月より減少
4/16会議で実績報告

・前年同月より増加
(各事業開始により）
5/14会議で実績報告

・前年同月より減少
（コピ-用紙について
は、増加）
6/11会議で実績報告

・前年同月より、消耗
品は増加(数ヶ月発注し
ていない物の在庫切れ
による）、コピー用紙
は減少。
7/9会議で実績報告

・前年同月より、消耗
品は増加(申請書の進捗
管理用のボックスファ
イル購入による）
8/20会議で実績報告

・前年同月より減少
進捗会議にて実績報
告

計画

・管理職会議で執行
状況報告(電気使用量
等）

・LED工事実施
・夏季節電対策実施
・管理職会議で執行
状況報告(電気使用量
等）

同左 ・夏季節電対策実施

・管理職会議で執行
状況報告(電気使用量
等）

同左 同左

・進捗会議で執行状
況報告(電気使用量
等）

実績

・前年同月より使用
量増加
4/16会議で実績報告

・前年同月より使用
量減少
5/14会議で実績報告
・5/26、27LED工事
実施

・前年同月より使用
量減少
6/11会議で実績報告
節電対策で夏季長期
休暇の推進を図る
・6/2LED工事実施

・前年同月より使用
量減少
・7/9会議で実績報告
・7/17会議で長期休
暇の取得促進を図る

・前年同月より使用
量減少
・8/22会議で実績報
告

・前年同月より使用
量減少

企
画
総
務
G

（

総
務
）

消耗品の在庫管理
を徹底した上での
発注を行うことに
より、経費削減を
徹底する

消耗品の在庫管理
を徹底した上での
発注を行うことに
より、経費削減を
徹底する。

電気使用量は前年比
マイナスであった。
水曜日のノー残業
デーの徹底や夏季節
電対策を実施するこ
とにより、電気使用
量減少に努める

LED工事や、水曜日
及び金曜日のノー
残業デーの徹底
や、夏季節電計画
により、電気使用
量は減少した。

一社応札なし。入
札に参加できる業
者を増やすため
に、多くの業者へ
の周知、仕様書の
内容の調整等を図
る。

　
②
　
戦
略
的
保
険
者
機
能
関
係

全国共通の事業の
ため、本部からの
連絡待ち

①他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療構想調整会議への被用者保険者の参加率を100.0％以上
② 「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベース」などを活用した効果的な意見発信の実施

計画どおりインセン
ティブ制度の広報を
実施
下期においても定期
的な広報を検討する

・毎月13件/月以上で
抽出を行い、受診状
況を確認しながら、
対象者へ照会文書の
送付等を実施

・照会文書回答者に
対し、適正受診指導
のため、保健グルー
プと連携し、電話連
絡等を行うが連絡が
取れなかった

経済団体と調整に
至っておらず実施で
きていない。第2四半
期においてはホーム
ページ、メルマガ等
において広報を実施

・4月以降レセプト10
件/月以上を抽出し
た。その結果、約130
件/月を確認したが、
病名等からほぼ問題
がなかったため、6月
以降13件/月以上とし
た

・第2四半期以降、対
象者のレセプト件数
の推移を確認してい
く必要あり

本部からの実施要
領が提供されてい
ないため実施保留

本部からの実施要
領が提供されてい
ないため実施保留

分析概要の検討、分析の
実施について実施できて
おらず第3四半期におい
て分析概要等を検討

分析概要の検討、分析の
実施について実施できて
おらず第3四半期におい
て分析概要等を検討

―

―

―

―

●費用対効果を
踏まえたコスト
削減

○他の被用者保険者との連
携を含めた、地域医療構想
調整会議への被用者保険者
の参加率を100％とする

【戦⑦】
3医療圏会議のうち、協会とし
ての参加は２会議、残りは地域
保険者のため、協会として参加
できるよう働きかけていく

重複受診の新規該当者を発
生させない

○新たに平成30年度から導
入する制度であることか
ら、制度の周知広報を丁寧
に行う

【戦⑧】
・経済団体の広報誌に広報依頼
を行う
・支部広報誌、ホームページ、
メルマガにて周知
・健康保険委員研修会及び健康
保険委員への広報誌にて周知

【複①】
「多受診者対応に係る実施要
領」に基づく事業実施

【複②】
薬剤師会と連携したかかりつけ
薬剤師・かかりつけ薬局等の推
進

●インセンティ
ブ制度の広報

●重複受診者へ
の適切な受診の
指導

●医療データの
分析に基づく地
域の医療提供体
制への働きかけ

○医療提供体制等に係る分
析結果について、加入者や
事業主へ情報提供を行う

【戦⑤】
医療機能別の受診啓発（かかり
つけ医等の活用促進）

　
③
　
組
織
体
制
関
係

○調達における競争性の向
上

【組①】
入札説明書を取得したが入札不
参加業者へのアンケート調査を
実施、一社応札案件の減少に努
める

○長期的に持続可能な節電
対策（事務室内照明のLED
化等）の推進

【組③】
特に夏季においては節電計画を
策定し、節電対策を実施する

○「経済・財政と暮らしの
指標『見える化』データ
ベース」などを活用した効
果的な意見発信を実施する

【戦⑥】
支部が参画する各種会議等に
て、データ分析に基づき医療提
供体制について、多角的かつ積
極的に意見発信していく

企
画
総
務
G

（

企
画
）

レ
セ
プ
ト
G

○コスト意識の徹底及び消
耗品の適切な調達・在庫管
理を行う

【組②】
事務処理の見直し、アウトソー
スの推進を図る

企
画
総
務
G

（

企
画
）

下期から情報提供
開始

下期から意見発信
開始

下期に集中的に依
頼

1件のみ一社応札と
なったが、要因確
認済み。入札に参
加できる業者を増
やすために、仕様
書の内容の調整等
を図る



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

計画

研修、会議、
ミーティングを
通じてのOJT実
施

同左 同左 同左 同左 同左

実績

研修、会議、
ミーティングを
通じてのOJT実
施

同左 同左 同左 同左 同左

計画

事業所まるごと
健康宣言」のパ
ンフレット作成

「事業所訪問マ
ニュアル」の作
成

・営業マン・
ウーマン研修の
実施

・事業所訪問開
始

事業所訪問の実
施

同左 同左

実績
パンフレット作
成済

マニュアルの作
成済

・6/12～6/14(3回）研
修実施
・事業所訪問開始

訪問実施件数20
件

訪問実施件数17件
(内　宣言数5件）

訪問実施件数18件
(内　宣言数3件）

計画

提案のとりまと
め及び会議の開
催

同左 同左 同左 同左 同左

実績

提案案件無のた
め会議未開催

同左 同左 同左 同左 同左

計画 ―

ボトムアップ会
議の開催

同左 同左 同左 同左

実績 ―

未実施 同左 同左 同左 9/11会議開催
(H30年度の実施
体制及び事業所
カルテ作成の趣
旨・見方等）

計画

臨時窓口の設置

―

窓口相談員の勉
強会開催

―

窓口相談員の勉
強会開催

―

実績

4/2.3.11　会議室
に臨時窓口を設
置 ―

6/22勉強会実施

―

8/22勉強会実施

―

計画 ― ― ―

第1回評議会開催
（決算、29年度
事業報告等） ― ―

実績 ― ― ―

第1回評議会開催
（7/19　評議員
全員出席）

―

計画

・29年度下期実
績評価

・30年度上期目
標設定

― ― ― ―

30年度上期実績
評価（10月1日異
動者）

実績

評価面談実施済

― ― ― ―

10月1日異動者に
対し、上期評価
面談実施済

企
画
総
務
G

（

総
務
）

H30年度のボトム
アップ会議の実施
体制が決定され、
下期については、
毎月第2火曜日17：
30より開催予定。

―

円滑に運営し協会全
般に関わるものや支
部の事業について幅
広く意見、助言を頂
くことができた

第2回：10月予定
第3回：12月予定
第4回：1月予定
第5回：3月予定

管理職において全
職員面談実施する

管理職において全
職員面談実施す
る。

接遇研修の実施隔月での窓口相談員を対
象とした勉強会は計画ど
おり実施することができ
た。また講師をスタッフ
が担うことによりスタッ
フの人材育成にもつな
がった。

第1四半期の事業所
訪問を振り返り、
改善点を踏まえた
上での第2四半期の
訪問開始する

OJTの一環として、
全職員で事業所訪
問を行い、「健康
経営」を学ぶと同
時に、加入者と直
接会う機会を持
ち、事業所との関
係構築を図る機会
となった。

提案案件0件であっ
た。引続き提案箱
の設置で案件募集
を行う

提案案件0件であっ
た。引続き提案箱
の設置で案件募集
を行う

職場のあらゆる場
面での経験を積む
機会を作る。（研
修、会議、ミー
ティングにおける
各種作業等）

職場のあらゆる場
面での経験を積む
機会を作る。（研
修、会議、ミー
ティングにおける
各種作業等）

第1四半期は会議が
開催できなかった
ため、会議開催に
向けて、ボトム
アップ会議の事務
局、体制の整備を
行う

●業務改革の推
進

○事業所への「介入」から
「支援」へ、健康経営の
「勧奨」から「営業」へと
いう意識改革のもと展開す
るカスタマーイン、ワンス
トップサービスを通じて、
職員全員が「営業マン・
ウーマン」として活動する
ことを目指す

●CS向上の取
り組み

【組④】
「自ら育つ」という成長意欲を
持ち、日々の業務遂行を通じて
「現場で育てる」という組織風
土を醸成する

　
③
　
組
織
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【組⑦】
・地域の実情を踏まえたより良
いサービスの標準化を目指し、
現行の事務処理体制等について
常に創意工夫を提案する
・主任、スタッフによる「ボト
ムアップ会議」において、積極
的な意見交換・検討ができる機
会を作り、具体的な改善への提
案・実施を行う

●ＯＪＴを中心
とした人材育成

●評議会の効率
的な運営

●人事評価制度
の適正な運用

○「CS向上・業務改善会
議」を中心とした情報交
換・討議により業務改革を
推進する

【組⑥】
職員が創意工夫した提案案件の
討議と改善策の提案を行う

○日常業務における問題意
識の醸成を図り業務の効率
化・改善を推進する

○OJT「集合研修」「自己
啓発」を効果的に組み合わ
せた人材育成制度の定着を
図る

○年5回程度開催し、収支
見通し・保険料率等、協会
全般に関わるものや香川支
部の事業について、幅広く
意見・助言を仰ぎ反映させ
る

【組⑨】
議題について、ポイントを整理
し、効率的で活発な議論に資す
る資料の作成

企
画
総
務
G

（

企
画
）

【組⑤】
・必要なスキルを身に着けるた
め、営業とメンタルヘルスに関
する研修を継続的に実施する
・職員、保健師、管理栄養士全
員が「協会けんぽの顔」である
ことを自覚し、事業所を訪問す
る
・意識を共有し、チーム香川と
して活動する

○お客様満足度調査結果等
に基づき、支部の課題・改
善点を洗い出し、改善を行
う

【組⑧】
・全職員を対象とした研修の実
施
・窓口相談員の知識向上を目的
とした勉強会を隔月で開催

計画どおり実施済

企
画
総
務
G

（

総
務
）

○組織や人事制度の適切な
運営と改革

【組⑩】
・組織目標を達成するための個
人目標を設定する
・新人事制度を適正に運用し、
その評価を適正に処遇に反映さ
せる

業
務
G
・

企
画
総
務
G



全国健康保険協会香川支部　30.10.31

４月 ５月 ６月 総括 7月 8月 9月 総括
大区分 中区分 小区分

（具体的な取り組み、
支部独自目標数値　等）

第2四半期
担当G下期の予定

第1四半期
分
野

計画

・管理職会議の
開催（毎週月曜
日）

・職場巡視の実
施

・衛生委員会の
開催

同左 同左 同左 同左 同左

実績

・定期的な管理
職会議開催

・4/18職場巡視
実施

・4/19衛生委員
会開催

・定期的な管理
職会議開催

・5/16職場巡視
実施

・5/17衛生委員
会開催

・定期的な管理
職会議開催

・6/21職場巡視
実施

・6/21衛生委員
会開催

・定期的な管理
職会議開催

・7/18職場巡視
実施

・7/19衛生委員
会開催

・定期的な管理
職会議開催

・8/16職場巡視
実施

・8/16衛生委員
会開催

・定期的な管理
職会議開催

・9/19職場巡視
実施

・9/20衛生委員
会開催

計画

新規採用者のコ
ンプライアン
ス、ハラスメン
ト、個人情報、
情報セキュリ
ティ研修の実施

・同左

・個人情報保護
管理及びコンプ
ライアンス委員
会の開催

・個人情報保護
及び情報セキュ
リティ研修の実
施

・ハラスメント
研修(管理職・セ
クハラ相談員）
の実施

― ―

個人情報保護管
理及びコンプラ
イアンス委員会
の開催

実績

4月採用者に実施
(4/2～4/17(6
回）)

・5月採用者に実
施（5/9）

・5/29委員会開
催

・6/6、6/7個人
情報保護及び情
報セキュリティ
研修実施(保健師
以外）

・ハラスメント
研修実施(6/11管
理職、6/19セク
ハラ相談員）

― ―

9/7委員会開催

計画

自主点検の実施 自主点検の結果
の検証及び報告

― ― ― ―

実績

4/24～4/26自主
点検実施

5/29個人情報保
護管理及びコン
プライアンス委
員会にて報告

― ― ― ―

計画

・防災訓練の実
施

・新規採用者の
安否確認システ
ム登録

新規採用者の安
否確認システム
登録

― ―

安否確認システ
ムの模擬訓練の
実施

―

実績

・4/18消防訓練
に11名参加(ビル
主催）
・新規採用者の
安否確認システ
ム登録完了

新規採用者の安
否確認システム
登録完了

― ―

8/1安否確認シス
テムの模擬訓練
実施

―

委員会の開催と研
修において、コン
プライアンス・個
人情報保護等を徹
底する

自主点検を実施
し、改善策を周知
する。更に、内部
監査指摘事項の改
善策を徹底実施す
る

安否システムの操
作習熟及び職員へ
の意識づけをする
ため、安否システ
ムを使用した模擬
訓練を実施する

委員会の開催と研
修において、コン
プライアンス・個
人情報保護等を徹
底する。

個人情報保護管理
及びコンプライア
ンス委員会にて、
実施状況の報告、
保有データ提供の
運用や取扱い、端
末PWの「定期的更
新」の注意喚起、
「機密性」表示の
徹底を周知徹底し
た。

安否確認システム
の模擬訓練の実施
時に、メール未受
信者に対し、再
度、登録を依頼す
る。

3月個人情報保護管
理及びコンプライ
アンス委員会の開
催予定

自主点検の実施

10/1付人事異動者
の安否システムの
更新依頼

計画通り開催。引
続き計画通り開催
し情報の共有を図
る

11月ストレス
チェック実施予定

計画通り開催。引
続き計画通り開催
し情報の共有を図
る。

　
③
　
組
織
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●その他
○働きがいのある健全な職
場づくり

【組⑪】
・管理職会議等において、必要
な情報の共有化を図るとともに
「報・連・相」が迅速に行える
職場風土を醸成する
・メンタルヘルス不調の未然防
止を目的として、本部等との連
携によるストレスチェックを実
施する（年度1回実施）
・ワークライフバランスの実現
のため、時間外労働の縮減を推
進する

○大規模災害に備えた対策 【組⑭】
・香川支部初動対応マニュアル
に基づいて、防災訓練を定期的
に実施することにより、各職員
が担当する役割の徹底や防災意
識の向上を図る

○コンプライアンス・個人
情報保護の徹底

○リスク管理の徹底

【組⑫】
・コンプライアンス委員会・個
人情報保護委員会の定期的開催
及び研修等を通じて、その遵守
を徹底する

【組⑬】
・コンプライアンス委員会・個
人情報保護委員会において、適
正な運営を脅かすリスクの点検
や分析を行う

企
画
総
務
G

（

総
務
）


